
水戸市 

中心市街地店舗，事務所等開設促進補助金 

従業者を１名以上雇用し，建物を賃借して事業を開始する際の改装費，償却資産取得費用を一部補助します。 

 

〇補助上限額   ※補助金は事前申請制になります。 

・補助率　１/３　　　　・補助対象経費　店舗の改装に係る経費，償却資産の購入費 

 

 

 

 

 

〇補助要件  以下の要件をすべて満たすことが必要になります。 

 

　　　　　　 ・床面積 100 ㎡以上の建物を賃借し，新たに事業を開始する方 

　　　　　　　　　・賃借物件の所有者，または，所有者の三親等以内の親族でない方 

　　　　　　　　　※物件所有者及び補助申請者またはいずれかが法人の場合は，役員を含む 
　　　　　　　　　・水戸市税の滞納がない方 

 

　　　  ・交付申請日から対象事業開始日までの間に従業者として水戸市に住民票がある方を 

１人以上雇用する予定であること※社会保険加入の従業者に限る　　　　　　　　　 

・３年以上継続して事業を行うこと 

　　　　　　　　　・対象エリアに存する店舗・事務所の閉鎖を伴わないこと 

　　　　　　　　　・営業等に必要な許認可を受けていること 

　　　　　　　　　・水戸市の以下の補助金を受けていないこと 

　　　　　　　　　（空き店舗対策補助金，企業立地促進補助金） 

 

　　　　・中心市街地地区　（水戸駅周辺～大工町付近まで） 

※裏面エリア図参照 

 

 

まちなかへ店 舗 ，事 務 所 の開 設 をご検 討 のみなさまへ

店舗等の床面積に応じた金額を補助します。 

・ １ ０ ０ ㎡ ～ ２ ０ ０ ㎡ 未 満 　 　 　 上 限 ２ ０ ０ 万 円 
・ ２ ０ ０ ㎡ ～ ３ ０ ０ ㎡ 未 満 　 　 　 上 限 ３ ０ ０ 万 円 
・ ３ ０ ０ ㎡ ～ ４ ０ ０ ㎡ 未 満 　 　 　 上 限 ４ ０ ０ 万 円 

・ ４ ０ ０ ㎡ 以 上 　 　 　 　 　 　 　 上 限 ５ ０ ０ 万 円 

※さらに新たに雇用する従業者（水戸市に住民票がある方）が３名以上の

場合最大 100 万円の加算金があります。
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〇手続きの流れ…店舗の改装に着手する前に必ず申請書の提出をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

〇対象エリア図 

 

〇お問い合わせ…水戸市産業経済部商工課　〒310 ｰ 8615 水戸市中央 1－4－1 水戸市役所５階 

　　　　　　　　　　　　　 Tel：029 ｰ 232 ｰ 9185　Mail：commerce@city.mito.lg.jp

実績報告書の提出
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事 前 相 談 交 付 申 請 交 付 決 定 実施状況・報告

交 付 請 求 補助金交付 現 状 報 告

随時受付けておりますが，

事前に電話での連絡を 
お願いします。

※改装に着手する前に 
必ず提出してください。

申請から２～３週間程度 
お時間をいただきます。

補助金交付申請書の提出

事業終了後速やかに提出して

ください。（事業終了後，

現地確認に伺います。）

交付決定通知書の送付

補助金額確定通知書の送付 交付請求書の提出

請求から２～３週間程度で

補助金の振り込みをいたし

ます。

実施状況報告書の提出

営業開始から 1 年後・2 年後

・３年後に報告をお願いします 

(計 3 回提出してください）)

実績報告書の内容及び

現地確認の結果，適合

と 認 め ら れ た 場 合 送 付 
します。(2 週間程度)

申請者 水戸市


